
様式第3号(第12条関係) 

審議会等の会議の記録 

会 議 の 名 称 伊勢崎市定住自立圏共生ビジョン懇談会 

開 催 日 時 令和元年１０月１０日（木） 午後２時～午後３時 

開 催 場 所 伊勢崎市役所北館４階会議室 

出 席 者 氏 名 

委  員：出席者４名 

関係職員：総務部長、企画部長、環境部長、健康推進部長、 

経済部長、建設部長、都市計画部長、経営企画部長、

教育部長、市民部副部長 

事 務 局：企画部副部長、企画調整課長、街づくり推進係長、街

づくり推進係 

傍 聴 人 数 ０名 

会 議 の 議 題 

 

（１）会議運営に関する事項について 

（２）定住自立圏構想の概要について 

（３）伊勢崎市定住自立圏形成方針の変更について 

（４）第３次伊勢崎市定住自立圏共生ビジョンの策定について 

  ①第２次伊勢崎市定住自立圏共生ビジョンのＫＰＩ等の検証  

  ②第３次伊勢崎市定住自立圏共生ビジョンの策定案 

 

会 議 資 料 の 内 容 

・次第 

・会議運営に関する事項について 

・定住自立圏構想の概要について 

・伊勢崎市定住自立圏形成方針（案） 
・基本目標・成果指標（ＫＰＩ）等検証一覧 

・第３次伊勢崎市定住自立圏共生ビジョンの概要について 

・第３次伊勢崎市定住自立圏共生ビジョン（案） 

・今後の予定について 

・伊勢崎市定住自立圏形成方針（案）に係る新旧対照表 

・第３次伊勢崎市定住自立圏共生ビジョン(案)に係る新旧対照 

表 

会 議 に お け る

議 事 の 経 過

及 び 発 言 の 要 旨 

【 懇談会 】 

１ 開 会 

 

２ 委員自己紹介 

 

３ 議 事 

（１）会議運営に関する事項について 

事務局から機関の概要及び会議等の情報について説明があ

り、会議運営に関する事項について了承された。 

会議終了後、ホームページ等において機関の概要及び委員名

簿の公表を行うこととなった。 



 

 

（２）定住自立圏構想の概要について 

事務局から総務省が推進する定住自立圏構想及び本市におけるこ

れまでの取組経過について説明があった。 

委員からの意見等は特になし。 

  

（３）伊勢崎市定住自立圏形成方針の変更について  

    事務局から、伊勢崎市定住自立圏形成方針（案）に基づき、 

形成方針の主な変更点について説明があった。 

委員からの意見等は特になし。 

 

（４）第３次伊勢崎市定住自立圏共生ビジョンの策定について 

  ①第２次伊勢崎市定住自立圏共生ビジョンのＫＰＩ等の検証  

  ②第３次伊勢崎市定住自立圏共生ビジョンの策定案   

事務局から、第２次伊勢崎市定住自立圏共生ビジョンにおいて、

進捗の遅れが見られる成果指標（ＫＰＩ）等について説明した後、

第３次伊勢崎市定住自立圏共生ビジョンの策定案について説明が

あった。 

委員からの意見等の概要は次のとおり。 

質疑① 基本目標・成果指標（ＫＰＩ）等検証一覧に記載されて

いるＫＰＩ等の予定値とは何を指していますか。予定値＝(イコー

ル)目標値ということでしょうか。 

答弁① 基本目標・成果指標（ＫＰＩ）等検証一覧では、平成 

３０年度の予定値のみ記載されておりますが、実際は年度毎に到達

すべき値を予定値として設定しております。その予定値と現状把握

している最新の実績値を比較し進捗状況を判断した結果を「達成状

況」に記載しています。 

質疑② 資料「第３次伊勢崎市定住自立圏共生ビジョンの概要に

ついて」で、「第３次ビジョン」の下欄に「―(横線)」で記載され

ている事業等は、第２次ビジョンから変更していないという意味で

しょうか。 

答弁② いいえ。「―(横線)」の事業等については、第３次ビジョン

では記載していないという意味です。 

 

【その他、委員からの意見・助言等】 

意見① 最近、周囲から、「伊勢崎市は素晴らしい」という意見を聞

くようになりました。理由としては、道路交通網等の発達により、

市内へ行き来しやすくなった点や工業団地が増えたことにより明る

い印象を持てる点、地域にとって重要な医療体制や教育環境が整っ

ている点が挙げられます。伊勢崎市をよりよい街にするために、私

自身は市内に緑があるとよいのではないかと考えています。区画整

理等で難しい面もあるかもしれませんが、目に入る景色が大事なの

ではないかと思います。 

意見② 伊勢崎市は緑が少ないと感じています。また、教育分野にお

いては、より個性的な教育方針を考えるにあたり、四ツ葉学園を活

用するなど検討していただくと、よりよい伊勢崎市になるのではな

いかと考えています。 

 

 



４ その他 

  今後、１１月５日から１２月５日までの期間でパブリックコメン

ト手続を実施し、第２回庁内検討委員会及び第２回懇談会を開催、変

更後の形成方針及び第３次共生ビジョンについては本年度３月末に公

表予定。 

 

 

５ 閉 会 

 

 

                           以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


